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(57)【要約】
【課題】単純な構造でありながら、ろ過面が大面積であ
り、ろ過速度等のろ過能力が優れるとともに、ろ過のた
めの操作がしやすく、安全性や使用性にも優れたろ過器
具及び固体成分を含む溶液のろ過方法を提供すること。
【解決手段】本発明のろ過器具１は、ろ過面が側面１２
となるため、ろ過面が大面積となり、ろ過速度等のろ過
能力に優れるとともに、側面１２でのろ過により、ろ過
材３にある程度の量の固体微粒子６等が堆積すると、重
力により側面１２に巻かれたろ紙等のシート状のろ過材
３の表面から剥がれて落下するので、ろ過材３に固体微
粒子６等が詰まりにくく、ろ過速度等のろ過能力を優れ
た状態で維持することができる。加えて、開口部１１か
らろ液を採取できるため連続操作ができ、ろ過する溶液
７を上部から注ぎ込む必要がないので腐食性の溶液等を
ろ過する場合でも安全性が高い。さらに、単純な構造で
あるので、ろ過のための操作がしやすく、ろ過材３の装
着や交換等も容易であり、使用性も良好である。
【選択図】図５



(2) JP 2019-58894 A 2019.4.18

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　固体成分を含む溶液からろ液となる液体を分別するために用いられるろ過器具であって
、
　一端に開口部を有した有底の筒体からなり、
　使用時にシート状のろ過材が巻き付けられて装着される側面に、液体が通過可能な複数
の孔が形成されていることを特徴とするろ過器具。
【請求項２】
　前記筒体の形状が略円筒形状であることを特徴とする請求項１に記載のろ過器具。
【請求項３】
　前記側面に形成される前記孔が略円形状であり、当該孔の外径がφ３～５ｍｍであるこ
とを特徴とする請求項１または請求項２に記載のろ過器具。
【請求項４】
　固体成分を含む溶液の中に、前記側面にシート状のろ過材が巻かれて装着された請求項
１ないし請求項３のいずれかに記載のろ過器具を、前記底面が下になるように入れた後、
前記孔を通過して前記ろ過器具の内部に集まったろ液である液体を、前記ろ過器具の前記
開口部から採取することを特徴とする固体成分を含む溶液のろ過方法。
【請求項５】
　前記シート状のろ過材がろ紙であることを特徴とする請求項４に記載の固体成分を含む
溶液のろ過方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ろ過器具及び固体成分を含む溶液のろ過方法に関する。さらに詳しくは、沈
殿あるいは分散性の固体微粒子等の固体成分を含む溶液から固体と液体（ろ液）を分別す
るために用いられるろ過器具及び固体成分を含む溶液のろ過方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ろ過は、固体と液体を分離するための最も基本的な実験操作である。学校教育における
理科の実験や、大学、企業の研究室等で実施される実験として、再結晶及び溶解度測定の
実験がある。化合物等の溶解度を測定する場合、ある温度で溶解平衡に達した飽和溶液を
調製した後、溶け残った固体と溶液を分離し、溶液中の溶質の定量を行う。また、再結晶
の実験では、分離した溶液を冷却することで結晶を析出させ、化合物等の精製を行う。
【０００３】
　固体と液体の分離には、溶液に固体微粒子を含むため、ろ紙等のシート状のろ過材と、
いわゆる三角漏斗を用いた手法が一般的に用いられる。三角漏斗とろ紙を用いたろ過（濾
過）装置として、種々の形状のものが提案されている（例えば、特許文献１を参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－８１９２５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、三角漏斗と四つ折りろ紙を用いた従来の方法は、ろ過を実施する面（ろ過面）
の面積が小さいため、ろ過速度が遅く、ろ過に時間がかかった。また、三角漏斗とひだ折
りろ紙を用いた方法は、ろ紙の全面がろ過面となるため、ろ過の時間を短縮する効果があ
るが、ひだ折りろ紙の作製に手間がかかった。さらに、四つ折りろ紙、ひだ折りろ紙とも
、ろ紙上に固体微粒子が堆積し、ろ紙が詰まりやすいという問題があった。加えて、ろ過
する溶液等を漏斗上方から注ぎ込む必要があり、漏斗の開口部から溶液等をこぼしやすく
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、特に腐食性の溶液等のろ過では安全性の問題も大きかった。そして、これらの方法は、
漏斗の容量等に制限があるため、連続操作ができない等の問題があり、好ましくなかった
。
【０００６】
　なお、ブフナー漏斗とろ紙、ろ過瓶を用いるろ過方法（吸引ろ過）も考えられるが、ア
スピレータを接続する必要があり、装置が大がかりとなるほか、固体微粒子がろ紙上に堆
積してろ紙が詰まるという問題は残っている。加えて、ろ過瓶の容量に制限があり、ろ液
を取り出すためには装置を分解する必要があることから、連続操作も困難であった。
【０００７】
　本発明は、前記の課題に鑑みてなされたものであり、単純な構造でありながら、ろ過を
実施する面（ろ過面）が大面積であり、ろ過速度等のろ過能力が優れるとともに、ろ過の
ための操作がしやすく、安全性や使用性にも優れたろ過器具及び固体成分を含む溶液のろ
過方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記の課題を解決するために、本発明に係るろ過器具は、固体成分を含む溶液からろ液
となる液体を分別するために用いられるろ過器具であって、一端に開口部を有した有底の
筒体からなり、使用時にシート状のろ過材が巻き付けられて装着される側面に、液体が通
過可能な複数の孔が形成されていることを特徴とする。
。
【０００９】
　本発明に係るろ過器具は、前記した本発明において、前記筒体の形状が略円筒形状であ
ることを特徴とする。
【００１０】
　本発明に係るろ過器具は、前記した本発明において、前記側面に形成される前記孔が略
円形状であり、当該孔の外径がφ３～５ｍｍであることを特徴とする。
【００１１】
　本発明に係る固体成分を含む溶液のろ過方法は、固体成分を含む溶液の中に、前記側面
にシート状のろ過材が巻かれて装着された前記した本発明に係るろ過器具を、前記底面が
下になるように入れた後、前記孔を通過して前記ろ過器具の内部に集まったろ液である液
体を、前記ろ過器具の前記開口部から採取することを特徴とする。
【００１２】
　本発明に係る固体成分を含む溶液のろ過方法は、前記した本発明において、前記シート
状のろ過材がろ紙であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明に係るろ過器具は、ろ過を実施する面（ろ過面）が側面となるため、ろ過面が大
面積となり、ろ過速度等のろ過能力に優れるとともに、側面でのろ過により、ろ紙等のろ
過材にある程度の量の固体微粒子等が堆積すると、重力により側面に巻かれたろ紙等のシ
ート状のろ過材の表面から剥がれて落下するので、ろ過材に固体微粒子等が詰まりにくく
、ろ過速度等のろ過能力を優れた状態で維持することができる。加えて、開口部からろ液
を採取できるため連続操作が可能であり、ろ過する溶液を上部から注ぎ込む必要がないの
で、腐食性の溶液等をろ過する場合でも安全性が高い。さらに、本発明のろ過器具は、単
純な構造であるため、ろ過のための操作がしやすく、ろ過材の装着や交換、及びろ過器具
の洗浄も容易であり、使用性も良好である。
【００１４】
　また、本発明に係る固体成分を含む溶液のろ過方法は、前記した本発明に係るろ過器具
を用いているので、前記した本発明の効果を享受し、固体微粒子を含む懸濁液等、固体成
分を含む溶液のろ過を迅速かつ簡単な方法で実施することができる。
【図面の簡単な説明】
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【００１５】
【図１】本発明に係るろ過器具の一態様を示した斜視図である。
【図２】図１のＡ－Ａ断面図である。
【図３】図１のＢ－Ｂ断面図である。
【図４】使用時のろ過器具の一例を示した図である。
【図５】使用時の液体と固体微粒子の流れを示した模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
（Ｉ）ろ過器具１の構成：
　以下、本発明に係るろ過器具１の一態様について説明する。図１は、本発明に係るろ過
器具１の一態様を示した斜視図であり、図２は、図１のＡ－Ａ断面図、図３は図１のＢ－
Ｂ断面図である。図１ないし図３中、１はろ過器具、１１は開口部、１２は側面、１３は
底面、２は孔、をそれぞれ示す。なお、図１及び後記する図４において、符号２は全ての
孔２には付していない。同様に、図３において、符号１２は全ての側面１２には付してい
ない。また、本発明にあって、ろ過器具１の「軸方向」及び「周方向」は、図１に示した
矢印方向を指す。
【００１７】
　本発明のろ過器具１は、例えば、ビーカー等の容器に入れられた、沈殿あるいは分散性
の固体微粒子等の固体成分を含む溶液から、ろ液となる液体を分別するために用いられる
ろ過器具１であり、一端に開口部１１を有した有底の筒体からなり、側面１２に液体が通
過可能な複数の孔２が形成されていることを基本構成として含む。また、側面１２には、
後記するが、シート状のろ過材（図４及び図５のシート状のろ過材３を参照。以下、単に
「ろ過材３」とする場合もある。）が使用時に巻き付けられて装着される。
【００１８】
　有底の筒体であるろ過器具１は、開口部１１、側面１２と底面１３を有し、本実施形態
では、図１にあるように、内部が中空の略円筒形状である態様を示している。ろ過器具１
は、筒体の形状として、かかる円筒形状に加え、例えば、三角筒形状、四角筒形状、五角
筒形状、六角筒形状の略多角筒形状等、任意の筒形状を用いることが、側面１２に巻き付
けられるろ紙等のろ過材３との隙間をできるだけなくすため、略円筒形状とすることが好
ましい。
【００１９】
　筒体からなるろ過器具１のサイズとしては、例えば、長さを８５～１００ｍｍ、略円柱
形状の中空の筒体とした場合はその内径をφ２０～２５ｍｍとすることができるが、特に
この範囲には限定されない。
【００２０】
　また、側面１２の厚さは、例えば、１～３ｍｍとすることができるが、特にこの範囲に
は限定されない。底面１３の厚さも、特に制限はなく、例えば、１～３ｍｍとすることが
できるが、特にこの範囲には限定されない。
【００２１】
　なお、底面１３にろ紙等のシート状のろ過材３を装着することが難しいため、底面１３
には孔２を形成しないことが好ましい。
【００２２】
　筒体の側面１２は、使用時にろ過材３が巻き付けられて装着される。側面１２はろ過面
となるため、液体が通過可能な複数の孔２が形成されている。孔２の形状は、図１等では
正面視で略円形状の態様を示しているが、液体が通過可能であれば特に制限はなく、例え
ば、四角形状、五角形状、六角形状等の略多角形状等や、軸方向に長いスリット形状等、
任意の形状を採用することができる。一方、孔２の加工の容易性、角が生じると強度が弱
くなり、ろ過速度等のろ過能力も悪くなるため効率的なろ過が実施されない場合がある等
の理由で、孔２の形状は略円形状とすることが好ましい。
【００２３】



(5) JP 2019-58894 A 2019.4.18

10

20

30

40

50

　側面１２に形成される複数の孔２は、ろ過材３を介して、液体（ろ液）のみが中空の筒
体であるろ過器具１の内部に流れ込むことにより、液体（ろ液）を分離するものである。
本発明のろ過器具１にあっては、後記する図４及び図５に示すように、有底の筒体を底面
１３が下になるように入れてろ過を行うため、筒体の側面１２をろ過面とした、水圧（液
圧）を利用したろ過となる。ろ過面を側面１２とすることにより、ろ過面が大面積となり
、ろ過速度等のろ過能力に優れるとともに、側面１２でのろ過により、ろ紙等のろ過材３
に固体微粒子がある程度堆積すると、重力によりろ過材３の表面から剥がれて落下するの
で、ろ過材３に固体微粒子等が詰まりにくく（長い間堆積せず）、ろ過速度等のろ過能力
を優れた状態で維持することができる。
【００２４】
　孔２のサイズは、使用時に側面１２に装着されるろ紙等のろ過材３の強度や性能等によ
って決定すればよい。例えば、孔２の形状を図１等に示すような略円形状とする場合には
、外径（側面１２に現れる径のこと。）をφ３～５ｍｍ程度の範囲内とすればよいが、特
にこの範囲には限定されない。
【００２５】
　孔２の形成は、側面１２の周方向に規則的にあるいはランダムに、まんべんなく形成さ
れることが好ましい。本実施形態である図１ないし図３には、側面１２の周方向の全周に
わたるように、同じサイズの略円形状の孔２が所定の間隔で形成された態様（図３に示す
ように、Ｂ－Ｂ方向に切断した断面に対して６個。）を示している。一方、これはあくま
でも例示であって、側面１２における孔２が形成される部分や孔２の数等は、後記する軸
方向も含めて任意の部分ないし数等を形成することができる。
【００２６】
　孔２は、軸方向にも規則的あるいはランダムに、まんべんなく形成されることが好まし
い一方、孔２は、ろ過材３が巻き付けられて装着される部分について形成されていればよ
いので、開口部１１に近い部分及び底面１３に近い部分のある程度の範囲には、孔２を形
成しないようにしてもよい。例えば、底面１３に近い部分（例えば、底面１３から軸方向
に５～１０ｍｍの長さの部分等。）は、ろ過材３が装着する面積を広くしてろ過材３を側
面１２に対して装着しやすくするため、孔２を形成しないようにしてもよい。
【００２７】
　孔２は、同様に、開口部１１に近い部分（例えば、開口部１１の開口面から見て軸方向
に２０～３０ｍｍの長さの部分等。）は、側面１２におけるろ過材３が装着される部分は
、ろ過材３が装着する面積を広くして装着しやすくするために、また、ろ過材３が装着さ
れないそれ以外の部分は、孔２から溶液がろ過器具１の内部に流入しないようにする等の
理由で、孔２を形成しないようにしてもよい。
【００２８】
　有底の筒体であるろ過器具１は、ある程度の機械的強度と耐薬品性を考慮し、例えば、
ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリエチレン（ＰＥ）等のオレフィン系樹脂、金属材料、セラ
ミックス材料等で形成することが可能であり、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリエチレン（
ＰＥ）等のオレフィン系合成樹脂で形成することが好ましいが、特にこれらに限定されな
い。ろ過器具１は、オレフィン系合成樹脂等で形成する場合は、射出成形等で一体的に製
造することができ、従来公知の方法を用いて簡便に製造することができる。
【００２９】
　本発明に係るろ過器具１は、以上に載せたような単純な構造であるため、ろ過のための
操作がしやすく、洗浄も容易であり、使用性も良好である。また、ろ過する溶液等をろ過
器具１の上方から注ぎ込む必要もなく、安全性にも優れる。
【００３０】
（II）ろ過器具１の使用方法（固体成分を含む溶液７のろ過方法）：
　図４は、使用時のろ過器具１の一例を示した図である。また、図５は、使用時の液体５
と固体微粒子６の流れを示した模式図である。図４及び図５は、ろ過の対象となる懸濁液
等の溶液７を、容器となるビーカー４に入れ、その中に、ろ過材３であるろ紙を側面１２
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に巻き付けて装着したろ過器具１を、底面１３が下になるようにして入れた状態を示して
いる。
【００３１】
　ろ過の対象となる固体成分を含む溶液７としては、液体５、及び固体微粒子に代表され
る固体成分６を含むものであれば特に制限はない。沈殿や浮遊物を含む液体，懸濁液、溶
け残った固体成分６を含む飽和溶液等を使用することができる。
【００３２】
　図４及び図５に示すように、ろ過器具１の側面には、使用時にシート状のろ過材３が巻
き付けられて装着される。単純な構造であるろ過器具１は、このように、ろ過材３の装着
が、筒体であるろ過器具１の側面１２にろ過材３が巻き付けるだけで済むので、ろ過材３
の装着や交換が容易である。シート状のろ過材３として代表的なものはろ紙であるが、ろ
過の対象となる懸濁液等の固体成分を含む溶液７の液体５や、固体微粒子６等の種類に応
じて、ろ紙のほか、不織布等を使用するようにしてもよい。
【００３３】
　図５を用いてろ過器具１の使用方法（固体成分６を含む溶液７のろ過方法）の一例を、
ろ過材３としてろ紙３、固体成分６を含む溶液７として固体微粒子６を含む懸濁液７を用
いた場合を挙げて説明する。まず、図５に示したように、懸濁液７が入ったビーカー４の
中に、ろ過材であるろ紙３が巻かれて装着されたろ過器具１を底面１３が下になるように
して、孔２が懸濁液７の中に浸されるように入れる。
【００３４】
　ろ過器具１を溶液の中に入れることにより、固体微粒子６はろ紙３に遮られて中空の筒
体であるろ過器具１の内部には入り込まない一方、ろ過器具１の内部には、図５における
実線矢印が示すように、ろ紙３を介して液体５（ろ液５となる。）のみが流れこむ。また
、ろ紙３によりろ別された固体微粒子６は、ろ過器具１の内部には流れ込まず、ある程度
の量になると、図５の点線矢印が示すように、ろ紙３の表面に長い間堆積せず、ろ紙３か
ら剥がれて落下して、ビーカー４の底に溜まることになる（残渣となる。）。
【００３５】
　そして、筒体であるろ過器具１の内部にろ液である液体５が集まったら、開口部１１か
ら図示しないピペット等を挿入し、液体（ろ液）５を採取するようにする。このように液
体（ろ液）５の採取は開口部１１から行うことができるため、ろ過を行っている途中であ
っても液体（ろ液）５を採取可能であり、連続操作が可能である。
【００３６】
（III）本発明の効果：
　以上説明した本発明に係るろ過器具１は、ろ過面が側面１２となるため、ろ過面が大面
積となり、ろ過速度等のろ過能力に優れるとともに、側面１２でのろ過により、ろ紙等の
ろ過材３にある程度の量の固体微粒子６等が堆積すると、重力により側面１２に巻かれた
ろ紙等のシート状のろ過材３の表面から剥がれて落下するので、ろ過材３に固体微粒子６
等が詰まりにくく、ろ過速度等のろ過能力を優れた状態で維持することができる。加えて
、開口部１１からろ液を採取できるため連続操作が可能であり、ろ過する溶液７を上部か
ら注ぎ込む必要がないので、腐食性の溶液等をろ過する場合でも安全性が高い。さらに、
本発明のろ過器具１は、単純な構造であるため、ろ過のための操作がしやすく、ろ過材３
の装着や交換、及びろ過器具１の洗浄も容易であり、使用性も良好である。
【００３７】
　そして、本発明に係る固体成分６を含む溶液７のろ過方法は、前記した本発明に係るろ
過器具１を用いているので、前記した本発明の効果を享受し、固体微粒子６を含む懸濁液
７等、固体成分６を含む溶液７のろ過を迅速かつ簡単な方法で実施することができる。
【００３８】
　なお、以上説明した態様は、本発明の一態様を示したものであって、本発明は、前記し
た実施形態に限定されるものではなく、本発明の構成を備え、目的及び効果を達成できる
範囲内での変形や改良が、本発明の内容に含まれるものであることはいうまでもない。ま
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た、本発明を実施する際における具体的な構造及び形状等は、本発明の目的及び効果を達
成できる範囲内において、他の構造や形状等としても問題はない。本発明は前記した各実
施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる範囲での変形や改良は、本
発明に含まれるものである。
【００３９】
　例えば、前記した実施形態では、図１等に示すように、ろ過器具１の側面１２に形成さ
れる複数の孔２として、同じサイズの略円形状の孔２が形成された態様を示したが、孔２
の形状は同じサイズとする必要はなく、また、略円形状とすることも必須ではない。
　その他、本発明の実施の際の具体的な構造及び形状等は、本発明の目的を達成できる範
囲で他の構造等としてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００４０】
　本発明は、例えば、沈殿あるいは分散性の固体微粒子等を含む懸濁液からろ液である液
体を分別したり、浮遊物を含む河川水のサンプリングや堆積物を含む廃液の処理等に有用
であり、産業上の利用可能性は高いものである。
【符号の説明】
【００４１】
　　　１　……　ろ過器具
　　１１　……　開口部
　　１２　……　側面
　　１３　……　底面
　　　２　……　孔
　　　３　……　ろ紙（シート状のろ過材）
　　　４　……　ビーカー
　　　５　……　液体（ろ液）
　　　６　……　固体微粒子（固体成分）
　　　７　……　懸濁液（溶液）
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】

【手続補正書】
【提出日】平成30年11月5日(2018.11.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　固体成分を含む溶液からろ液となる液体を分別するために用いられるろ過器具であって
、
　一端に開口部を有した有底の筒体からなり、
　使用時にシート状のろ過材が交換容易に巻き付けられて装着される、ろ過面である側面
に、液体が通過可能な複数の孔が形成されていることを特徴とするろ過器具。
【請求項２】
　前記固体成分を含む溶液からのろ液となる液体の分別が、前記側面をろ過面とし、
　前記底面が下になるように静水である前記溶液に入れた場合に、前記筒体外部の液面が
前記筒体内部の液面より高いことにより生じる水圧を利用したろ過であることを特徴とす
る請求項１に記載のろ過器具。
【請求項３】
　前記筒体の形状が略円筒形状であることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の
ろ過器具。
【請求項４】
　前記側面に形成される前記孔が略円形状であり、当該孔の外径がφ３～５ｍｍであるこ
とを特徴とする請求項１ないし請求項３のいずれかに記載のろ過器具。
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【請求項５】
　固体成分を含む溶液の中に、前記側面にシート状のろ過材が巻かれて装着された請求項
１ないし請求項４のいずれかに記載のろ過器具を、前記底面が下になるように入れた後、
前記孔を通過して前記ろ過器具の内部に集まったろ液である液体を、前記ろ過器具の前記
開口部から採取することを特徴とする固体成分を含む溶液のろ過方法。
【請求項６】
　前記シート状のろ過材がろ紙であることを特徴とする請求項５に記載の固体成分を含む
溶液のろ過方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　前記の課題を解決するために、本発明に係るろ過器具は、固体成分を含む溶液からろ液
となる液体を分別するために用いられるろ過器具であって、一端に開口部を有した有底の
筒体からなり、使用時にシート状のろ過材が交換容易に巻き付けられて装着される、ろ過
面である側面に、液体が通過可能な複数の孔が形成されていることを特徴とする。
　本発明のろ過器具は、前記した本発明において、前記固体成分を含む溶液からのろ液と
なる液体の分別が、前記側面をろ過面とし、前記底面が下になるように静水である前記溶
液に入れた場合に、前記筒体外部の液面が前記筒体内部の液面より高いことにより生じる
水圧を利用したろ過であることを特徴とする。
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